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減塩しょうゆ･みそなどの減塩調味料や塩
分カット食品などをよく見かけますが、み
なさんは減塩に取り組んでいますか?
塩分は高血圧症などの循環器疾患のリス

クを高め、塩鮭･塩辛などの塩漬け食品は、
がんのリスクを高めるといわれています。
血圧が高いかたも、そうでないかたも、いま
一度、減塩に取り組んでみましょう。

１日の塩分目標量は、男性が8.0g未満、
女性が7.0g未満です(日本人の食事摂取基
準2015年版より)。
■しょうゆ･小さじ１杯＝0.9g 
■漬物(たくあん３枚)＝1.3g
■みそ汁１杯(みそ12g)＝1.5g 
■カレーライス１皿＝2.5〜3.5g
■ラーメン１杯(汁を全部飲む)＝５〜６g

…………減塩を実践するポイント！…………
▶みそ汁は具だくさんで、汁の量は少なめに
▶外食や加工食品、インスタント食品を減らそう
▶麺類や梅干し、つくだ煮類は少量を楽しもう
▶プッシュ式のしょう油さしで、かけ過ぎ防止を

カリウムは細胞内の余分なナトリウムを
尿中に排せつし、血圧を下げてくれます。
カリウムが豊富な野菜や海藻を食卓にプラ
スしましょう。

市販の食品や弁当には、栄養成分が表示
されているものがあります。塩分量がより
少ない食品を選びましょう。

塩分を上手に摂
�

りましょう

　  

 
 
 

　

 
 

　

 
 

　

 
 

　 　

 

 

★イソップ号が本を積んで市内を巡回します
★本は１人７冊まで、次の巡回日まで借りられます
★本を借りるには｢図書利用カード(市立図書館共
通)｣が必要です。初めてのかたは、保険証など、
氏名と住所が確認できるものをお持ちください

   

問uほくとライブラリー明徳館☎(832)9220

健康
ライフ
太鼓判!

特定健診課☎(888)5636

    
    

食品に含まれる塩分量を意識しましょう

カリウムの摂取量を増やしましょう

食品表示を確認しましょう

＊パッケージに｢ナトリウム｣と表示されている商
品があります。このナトリウム量を下記の式に
当てはめ、塩分量を求めることができます。

例)１食あたりナトリウム990mgと表記
…990mg×2.54÷1000＝2.5g(塩分量)　

塩
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平成29年中、全国で889人

が住宅火災によって亡くなっ

ています。そのうち65歳以上

の高齢者が占める割合は７割と高くなっています。

高齢者を火災から守るためにも、家族や親戚のか

たが、住宅用火災警報器の点検や交換、そして｢住宅

防火７つのポイント｣を確認してあげましょう。

春の火災予防運動期間中、消防職員や消防団員
がお宅を戸別訪問し、啓発活動を行いますので
ご協力をお願いします。

火災で亡くなる原因で最も多い

｢逃げ遅れ｣を防ぐため、設置が義務

づけられている｢住宅用火災警報

器｣。秋田市の設置率は84.5％(平

成30年６月現在)となっています。

設置した警報器は、定期的に点検して正常に作動

することを確認し、また設置から10年を目安に警報

器本体の交換を心がけましょう。

高齢者を火災から守るために

住宅用火災警報器は定期的に点検を

①寝たばこは絶対しない
②ストーブの近くに燃えやすいものを置かない
③コンロに火を点

�

けたままでそばから離れない
④住宅用火災警報器を設置する
⑤寝具やカーテンなどには防炎品を使用する
⑥住宅用消火器などを設置する
⑦日頃から隣近所との協力体制をつくる

住
宅
防
火
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

秋田市内で平成30年中に発生した火

災は60件で、現在の統計方式になった

昭和39年以降としては、過去最少件数

を４年連続で更新しています。さらな

る火災件数の減少をめざして、みなさ

んのご協力をお願いします。

全国で平成29年中に発生した火災の

原因は、１位｢たばこ｣、２位｢放火｣、３位｢こんろ｣と

なっています。秋田市では、これに加えて｢ストー

ブ｣が原因の火災も多く発生しています。次の住宅防

火の７つのポイントを確認して、火災から大事な命

を守りましょう。

問u消防本部予防課☎(823)4247春
の
火
災
予
防
運
動
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日
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▼
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日
(土)

｢緑のまちづくり活動支援基金｣を活
用して、緑と花いっぱいのまちにしま
せんか。下記の各コースごとに、係る
経費の２分の１を助成します。

■申請書は、下記ホームページからも
ダウンロードできます。
http://www.akita-sousin.or.jp/midori/

問い
合わせ

u緑のまちづくり活動支援基金
事務局☎(829)0221

u公園課☎(888)5753

＊必ず、花苗や肥料などを購入する前に申請
してください。交付決定前に購入したもの
は該当になりません。

申し込み

緑のまちづくり活動支援基金事務局
(仁井田字新中島の秋田市総合振興公
社内)または公園課(市役所４階)にある
申請書で、４月１日(月)から７月31日
(水)までにお申し込みください。

＊緑のまちづくり活動支援基金へのご寄付も
お待ちしています。

緑や花の
まちづくりを応援！

対象は、２人以上の市民グループやサ
ークルなどが、町内会や子ども会など
で花壇に植える花苗を購入する経費。
上限額は２万円

花苗のための活動支援コース

花と緑いっぱい活動支援コース
対象は、商店会や町内会、市内に事業
所がある法人などが、商店街の歩道に
フラワーポットを置いたり、通学路沿
いに花を植えたりする活動経費。上限
額は５万円

保存樹の支援コース
対象は、｢秋田市都市緑化の推進に関す
る条例｣で指定された、民間所有の保存
樹の維持管理のため、個人･団体などが
行う活動経費。上限額は30万円


